
  105 

 

 

 

 

 

第５章  目標事業量の設定 
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目標事業量の設定 

※は特定 14事業 

事業名 現  況 
目標事業量 

（平成 21年度末） 
備考 

※つどいの広場事

業 

 

 

１ヵ所・新越谷駅ビ

ル内（花田学童保育

室、男女共同参画支

援センターで週１回

開催） 

7 ヵ所 本市では「子育てサロ

ン」、現在の取組みを継

続しつつ、地域の公共施

設などを活用し、拡大を

図ります。 

地域子育て相談 

（子育てに悩みや不安

をもつ方の相談） 

地区センター２ヵ所 

月各１回開催 

地区センター６ヵ

所 

月各１回 

主に個別相談を行いま

す。 

保健センターの赤

ちゃん広場事業 

（0 歳児の親子を対象

に子育て・情報交換） 

１ヵ所 

月１回（年１２回） 

１ヵ所 

月１回（年１２回） 

 

※地域子育て支援

センター事業 

（増林保育所に設置。

育児相談、一時保育、

子育て講座など） 

１ヵ所 ４ヵ所 保育所（園）の新設、増

設の際に、地域子育て支

援センター機能の併設

を検討します。 

※通常保育事業 

（平日は午前 8 時 30 分

から午後 4 時 30 分・土

曜日は正午まで） 

２５ヵ所（公立保育

所と私立保育園） 

通園児童数 2,554

人 

２７ヵ所 

定員 2,752 人 

保育ニーズは増加傾向

にあり、定員増や民間保

育園の整備を促進しま

す。 

幼保一体施設の整

備促進 

（幼稚園と保育所が一

体となった施設） 

１ヵ所（平成１６年

度開設） 

２ヵ所  

家庭保育室 

（生後 6 週間から 3 歳

未満児の保育） 

２４ヵ所 ２５ヵ所  

※延長保育事業 

（午前 7 時から午後 7

時までの保育時間） 

 

 

２７ヵ所（公立保育

所１８ヵ所、私立保

育園７ヵ所など） 

児童数 2,553 人 

 

２９ヵ所 

定員 2,733 人 

南越谷・北越谷保育ステ

ーションでは午前6時30

分から午後 9時までの間

の対応をします 
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事業名 現  況 
目標事業量 

（平成 21年度末） 
備考 

※一時保育 

（保護者の疾病、

冠婚葬祭等の理由

により保育） 

９ヵ所 

（南越谷・北越谷保育ステ

ーション、地域子育て支援

センター、私立保育園） 

児童数 63 人 

１２ヵ所 

定員 95 人 

保育ステーション、地

域子育て支援センタ

ー、ファミリーサポー

トセンターでも対応し

ます。 

※特定保育事業 

（週 2～3 回程度、

または午前のみな

どの保育） 

３ヵ所（南越谷・北越谷保

育ステーション、地域子育

て支援センター） 

定員 45 人 

６ヵ所 

定員 75 人 

パート労働など勤務形

態の多様化で需要増加

が見込まれます。 

※休日保育事業 

（休日に保育） 

２ヵ所（南越谷・北越谷保

育ステーションで、年末年

始を除く） 

定員 35 人 

２ヵ所 

定員 110 人 

ほぼ毎週の日曜・祭日

に利用を希望する家庭

があります。 

※夜間保育事業 

（午前 11 時から午

後 10 時までの 11

時間とする保育） 

 

２ヵ所（南越谷・北越谷保

育ステーションで、午後 10

時まで） 

定員 35 人 

２ヵ所 

定員 35 人 

 

※ファミリー・

サポート・セン

ター事業 

（子育て支援を受

けたい人と行いた

い人の会員組織） 

１ヵ所 

（利用会員 399 人、提供会

員 187 人） 

 

 

1 ヵ所 対象年齢の拡大も含め

て、ファミリー・サポ

ート・センター事業の

拡充を図ります。 

緊急・リフレッ

シュ保育 

（家族の看病や育

児疲れなどの時に

私 立 保 育 園 で 保

育） 

７ヵ所 

 

９ヵ所  
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事業名 現  況 
目標事業量 

（平成 21年度末） 
備考 

※病後児保育事

業 

（施設型・病気回

復期にある保育園

児を病院等で一時

的に預かる） 

 

 

未実施 ２ヵ所 

定員 ８人 

保育所に通園している

病気回復期の乳幼児

を、病院等に付帯され

た施設で預かる「乳幼

児健康支援一時預かり

事業」の実施を検討し

ます。 

また、看護師等を派遣

して保育する派遣型に

ついても、検討します。 

※トワイライト

ステイ事業 

（平日夜間または

休日に、児童の預

かりと食事等の提

供） 

ファミリーサポートセン

ター事業で、午後 10 時ま

で対応 

定員 ６人 

（１日の最大利用

者数） 

現在のサービスを充実

のほか、保育ステーシ

ョンでの事業展開を検

討します。 

 

※ショートステ

イ事業 

（児童養護施設等

で 一 定 期 間 、 養

育・保護を行う） 

未実施 定員 4 人 

（１日の最大利用

者数） 

児童相談所の一時保護

で対応が可能。児童福

祉施設等や非施設型で

の利用を検討します。 

※放課後児童健

全育成事業 

３３ヵ所（公立学童保育

室、民間学童保育室、私立

幼稚園・私立保育園学童保

育室、小学校区に設置） 

児童数 1,526 人 

 

４９ヵ所 

定員 2,020 人 

今後も学童保育室への

入室動向を見極めなが

ら、学童保育室の拡充

を検討します。 

障害児・者複合

施設建設事業 

障害児・者の通園、通所施

設の複合施設建設に向け

て運営方針等を検討中。 

１ヵ所  

乳児健康診査 受診率 ９０％ 受診率 ９３％  

幼児健康診査 受診率 ９０％ 受診率 ９３％  

妊産婦訪問 ６００件 １４００件  

新生児訪問 ６００件 １４００件  

家庭訪問 １５０件 ３６０件  
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事業名 現  況 
目標事業量 

（平成 21年度末） 
備考 

ヘルシーキッズ

（幼児の肥満・虫

歯 予 防 の 健 康 教

室） 

３回開催 

親子７５組 

５回開催 

親子１２５組 

 

地区センター・

公民館の整備及

び活用 

１３地区に設置 

（うち大型館４ヵ所） 

大型館 ７ヵ所  

地域子ども教室

推進事業 

（公共施設の利用

により、児童が放

課後や週末等に活

動できる場） 

平成１７年度４ヵ所で開

催予定 

４ヵ所 文部科学省 緊急３ヵ

年計画 

教育センターの

整備 

増林地区センターとの複

合施設として建設に向け

て検討中 

１ヵ所  

※ 特定 14 事業について 

   国における少子化社会対策の新たなプラン（子ども、子育て応援プラン）

策定のため、地方公共団体が、ニーズ調査等をもとに、その具体的な数値

目標を定め、国に報告した 14 項目にわたる事業です。 


